
150mm

1.2m以上

ＲＣ－１０

ＲＣ‐４０等

　路盤工の復旧範囲については、道路管理者の指示に従い、施工するものとする。

表層（密粒度アスファルト）

② 埋め戻しについて

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

1.2m以上

ＲＣ－１０

Ａ：路盤厚

表層（密粒度アスファルト）

＜別 紙 ２＞

　　　鎌倉市が管理する舗装道路に関する路盤工の範囲等の指導基準　　　

（１）路盤工の範囲及び舗装構成等について

① 路盤工及び舗装影響範囲について

Ｂ．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5-5-15)

300mm

Ｂ：掘削幅

基層（粗粒度アスファルト）

③ 舗装構成について

300mm

１　車道部（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

 50mm ▽ﾀｯｸｺｰﾄ

路盤（Ｍ－４０
またはＲＭ－４０）

150mm

ＲＣ－４０等

50mm

本復旧範囲

基　　層
表　　層

路盤 Ａ

　埋設物の管頂から３０㎝までを再生砂等を用いて埋め戻し、その上層については再
生砕石及び砕石等を使用すること。
　（再生砕石（ＲＣ－４０）の規格については、最大径４０mm以下とします。）

B

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

 50mm

路盤（Ｍ－４０
またはＲＭ－４０）

Ａ．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5-15)



50mm

300mm

ＲＣ－４０等

基層（粗粒度アスファルト）

表層（開粒度アスファルト）

200mm

Ｂ．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(普通自動車切下げ部)

1.2m以上

Ａ．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(標準部)

路盤（瀝青安定処理）

路盤（Ｍ－４０
またはＲＭ－４０）

ＲＣ－４０等

路盤（Ｍ－４０
またはＲＭ－４０）

▽ﾀｯｸｺｰﾄ

路盤（瀝青安定処理）

ＲＣ－１０300mmＲＣ－１０

300mm

Ｃ．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(大型自動車切下げ部)

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

２　歩道部（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

300mm

300mm

Ｄ．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5-5-10-30)

▽ﾀｯｸｺｰﾄ

ＲＣ－４０等

1.2m以上

50mm

表層（密粒度アスファルト）50mm

100mm
100mm

表層（密粒度アスファルト）

40mm 表層（開粒度アスファルト）

ＲＣ－１０300mm

▽ﾀｯｸｺｰﾄ

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ＲＣ－４０等

50mm

300mm

基層（粗粒度アスファルト）

ＲＣ－１０

表層（密粒度アスファルト）

Ｃ．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5-10-30)

ＲＣ－１０

200mm

▽ﾀｯｸｺｰﾄ

100mm

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ＲＣ－４０等

 50mm
 50mm



ＲＣ－４０等

ＲＣ－１０300mm

100mm 表層（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版）

200mm

Ｂ．車両乗入れ部(10-20)

ＲＣ－４０等

ＲＣ－１０300mm

70mm
▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

路盤（Ｍ－４０
またはＲＭ－４０）

Ａ．標準部(7-10)

４　歩道部（ｺﾝｸﾘｰﾄ）

表層（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版）

100mm

150mm

ＲＣ－１０300mm

ＲＣ－４０等

1.2m以上

Ａ．ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(15-15)

150mm 表層（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版）

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

３　車道部（ｺﾝｸﾘｰﾄ）

←溶接金網（φ6.0mm×150mm×150mm）を
上面から三分の一の深さに設置する。

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ



※なお、平板部等の切下げにおける舗装構成については、道路課と協議すること。
また、本復旧において、AS部の再生材の使用は原則許可しない。

30mm

300mm

100mm Ｍ－４０

Ｃ．平板部

100mm ＲＣ－４０等

ＲＣ－１０300mm
ＲＣ－１０

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ
30mm 砂またはモルタル

150mm

砂またはモルタル

50mm

Ｄ．砂利道部

砂またはモルタル

ＲＣ－４０等

30mm

ＲＣ－１０300mm

▽ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ＲＣ－１０300mm

ＲＣ－４０等

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

100mm ＲＣ－４０等

100mm

60mm ｺﾝｸﾘｰﾄ平板

Ｂ．ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部（車道乗入れ部）Ａ．ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部（標準部）

５　その他



※なお、路盤先行時には、AS部のみ図面のとおり施工すること。

（２）路盤先行の許可について

 50mm 再生又は密粒度アスファルト
 50mm 再生又は粗粒度アスファルト

30mm 再生又は密粒度アスファルト

（１）車道部（ｱｽﾌｧﾙﾄ）A

ＲＣ－４０等150mm

（２）車道部（ｱｽﾌｧﾙﾄ）B～D

（３）歩道部（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

50mm 再生又は密粒度アスファルト

50mm ＲＣ－４０等

150mm ＲＣ－４０等

（条件）
１．路盤先行は、掘削範囲内
の路盤についてのみとしま
す。
２．道路管理者より事前に協
議を求められたときは速やか
に応じること。
３．道路管理上当該工法が不
適当と判断される場合は、不
許可とします。

（ただし、次の事項を遵守す
ること。）

原則許可します。

６　仮復旧


